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実施計画取り組み状況

昭和町役場

総務課



令和６年度　実施計画評価結果　内訳

◎各実施計画の取り組み結果

1.住民協働による地域運営とまちづくり 2.持続可能な財政運営の推進

評価 件数 割合 評価 件数 割合

A 2 40.0% A 10 40.0%

B 3 60.0% B 11 44.0%

C 0 0.0% C 1 4.0%

評価なし 0 0.0% 評価なし 3 12.0%

計 5 100.0% 計 25 100.0%

3.効率的な行政運営

評価 件数 割合 評価 件数 割合

A 1 20.0% A 0 0.0%

B 3 60.0% B 5 83.3%

C 1 20.0% C 1 16.7%

評価なし 0 0.0% 評価なし 0 0.0%

計 5 100.0% 計 6 100.0%

※【評価】 合計

A： 計画を上回っている（100％超） 評価 件数 割合

B： 概ね計画通り（100％以下～90％以上） A 13 31.7%

C： 計画を下回っている（90％未満） B 22 53.7%

C 3 7.3%

●「評価C：計画を下回っている」計画 評価なし 3 7.3%

・管理番号10：「コンプライアンスの遵守」 計 41 100.0%

・管理番号11：「公共施設の適正配置」

・管理番号31：「リサイクルの促進とごみの減量」

●「評価なし」計画

・管理番号4：「ふれあい保養所の助成制度の見直し」　　※5年間での評価のため

・管理番号13：「ネーミングライツ制度の導入」　　※数値目標設定がR7年度からのため

・管理番号20：「補助金等の見直し」　　※5年間での評価のため

4.行政課題に柔軟に対応できる組織づくり



No. 実施計画名 具体的な取組 担当課
令和６年度

評価

1 納付手数料の削減 2-2-5.その他 出納室 B

2 ふるさと納税寄附額の増加 2-2-4.ふるさと納税制度の活用
ふるさと納税推進課

（R6:総務課）
A

3 広告事業を活用した歳入増加 2-2-5.その他
ふるさと納税推進課

（R6:総務課）
A

4 ふれあい保養所の助成制度の見直し 2-1-1.単独事業の見直し 総務課 -

5
やまなし県央連携中枢都市圏における連携事業の積極

的な活用
3-2-1.事務事業の連携 総務課 B

6 適正かつ効率的な組織編制の推進 4-1-1.柔軟な組織編成 総務課 B

7 定員適正化計画に基づく職員配置の適正化 4-1-2.職員配置の適正化 総務課 B

8 窓口サービスの向上 4-2-1.親しまれる役場づくり 総務課 B

9 職務遂行能力の向上 4-2-2.職務遂行能力の向上 総務課 B

10 コンプライアンスの遵守 4-2-3.コンプライアンスの遵守 総務課 C

11 公共施設の適正配置 3-1-1.施設管理計画の推進 情報施設課 C

12 指定管理者制度の推進と検証 3-1-2.民間活力の活用 総務課 B

13 ネーミングライツ制度の導入 2-2-5.その他
ふるさと納税推進課

（R6:総務課）
-

14 多様な広報媒体を活用した情報発信の充実 1-1-1.情報提供の充実 企画財政課 A

15 メール一斉配信 1-1-1.情報提供の充実 企画財政課 B

16 各種審議会委員への女性の登用 1-1-3.参加機会の充実 企画財政課 B

17 地域コミュニティの支援 1-2-2.コミュニティ活動への支援 企画財政課 B

18 地域防災リーダーの養成 1-2-1.地域リーダーの養成 企画財政課 A

19 経常収支比率の適正化 2-1-3.効果の高い財政運営 企画財政課 B

20 補助金等の見直し 2-1-3.効果の高い財政運営 総務課 -

21 土地借地（料）の見直し　 2-1-4.その他 企画財政課 B

22 情報セキュリティに関するリスク管理能力の向上 4-2-3.コンプライアンスの遵守 情報施設課 B

23 一般財政調整基金の維持 2-1-2.計画的な基金の積立て 企画財政課 A

24 公共施設再編整備に係る特定目的基金の積立て 2-1-2.計画的な基金の積立て 企画財政課 A

第５次 昭和町行財政改革実施計画　令和６年度取り組み状況



No. 実施計画名 具体的な取組 担当課
令和６年度

評価

第５次 昭和町行財政改革実施計画　令和６年度取り組み状況

25 マイナンバーカードの取得率の向上
3-3-3.マイナンバーカードの普及促進と

利便性の向上
町民窓口課 A

26 特定健康診査受診率の向上 2-1-4.その他 町民窓口課 A

27 後発（ジェネリック）医薬品の使用促進 2-1-4.その他 町民窓口課 A

28 国民健康保険税の徴収率の向上 2-2-2.収納率の向上 町民窓口課 B

29 後期高齢者医療保険料の徴収率の向上 2-2-2.収納率の向上 町民窓口課 B

30 町税の徴収率の向上 2-2-2.収納率の向上
税務課

（R6:収納課）
B

31 リサイクルの促進とごみの減量 2-1-4.その他 環境経済課 C

32 下水道使用料の徴収率の向上 2-2-2.収納率の向上 下水道課 B

33 下水道使用料等の納付手数料の削減 2-2-5.その他 下水道課 B

34 町営住宅使用料徴収率の向上 2-2-2.収納率の向上 都市整備課 B

35 高齢者生きがい事業の総合的な見直し 2-1-1.単独事業の見直し 福祉介護課 A

36 介護保険料収納率の維持・向上 2-2-2.収納率の向上 福祉介護課 A

37 母子手帳アプリの導入 3-3-2.ICTの有効活用 いきいき健康課 B

38 母子福祉事業の総合的な見直し 2-1-1.単独事業の見直し 子育て支援課 B

39 保育料の収納率の向上 2-2-2.収納率の向上 子育て支援課 A

40 学校給食費の収納率の向上 2-2-2.収納率の向上 学校教育課 A

41 町立温水プールのあり方の検討 2-1-3.効果の高い財政運営 生涯学習課 B



担当課

令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度

- 86.3 88.0 89.0 90.0

86.2 86.3 84.1

- B B

目標が減少する場合　：　目標/実績

取り組み内容
今後、出納室や担当課により対象者に対し、口座振替に切り替えていただける様依頼をす
る。

期間内の最終目標
現在の振替利用者率は、86.2％（32,366/37,539）だが、今後の取り組みにより90.0％とする
ことを目標とする。それにより当初より約47万円の手数料の削減につながる。

年　度

実施予定

数値の定義 各年度の目標値

第５次昭和町行財政改革　実施計画

実施計画名 納付手数料の削減

管理番号 1 出納室

現状と課題

公金の収納又は支払いの事務については、指定金融機関等との経費負担が適正なものとなる
よう、総務省より令和4年4月1日付けの通知で見直しを依頼されている。それに伴い、指定金
融機関等から手数料導入について申し入れがあり、現状の把握や今後の対応を全庁体制で検
討行っている。
なお、本件については、県や県内市町村にも同様の申し入れがあるため、金額や開始時期を
含め相互に情報交換を行いつつ、対応を検討していきたい。
現状のまま納付手数料が課せられた場合の金額（見込）
1,707,090円（対象件数　5,173件）
ただ、「料」の一部を口座振替に移行できても、全件数を強制することは難しいと考える。

令和6年度の評価理由及
び今後の改善点

令和6年度の口座振替利用率は、84.1％（30,574枚/36,365枚）となった。後期高齢者医療保
険料納付者や介護保険料納付者が、普通徴収（納付書）でしか納付できない時期があった
り、下水道受益者負担金のように1度きりの納付の場合は口座振替依頼は難しいと思われる。
しかし、口座申込みの煩わしさの軽減を図り、口座振替に切り替えいただける様引き続き依
頼を行う。

令和7年度の取り組み予
定

引き続き、口座振替にしていただける様周知を行う。また、山梨中央銀行が提供する、WEBで
口座振替の申込みができる「かんたん口振」サービスの契約を締結したので、納付者の利便
性が向上し、口座振替に切り替える方が増えることが期待できる。

目標値

実　績

年度評価

評価指標
目標が増加する場合　：　実績/目標 　A:計画を上回っている（100％超）

　B：概ね計画通り（100％以下～90％以上）
　C：計画を下回っている（90％未満）

調 査

検 討

実 施



担当課

令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度

- 340,000千円 407,000千円 475,000千円 540,000千円

271,630千円 428,530千円 461,199千円

- A A

令和7年度の取り組み予
定

機構改革により新たに「ふるさと納税推進課」が創設されたことで、これまで以上に返礼品
提供事業者への積極的な訪問・相談等を行い、新規事業者の開拓や新たな返礼品の開発を積
極的に進め、返礼品増につながるよう取り組む。また、総務省の制度を遵守し、適切なター
ゲット設定及び費用対効果の大きい広告手法を検討し寄附額の増額につなげる。

第５次昭和町行財政改革　実施計画

実施計画名 ふるさと納税寄附額の増加

管理番号 2 ふるさと納税推進課

期間内の最終目標 令和8年度寄附額を、令和4年度実績の倍（540,000千円）とする。

年　度

実施予定

数値の定義 各年度の寄附額

現状と課題

本町のふるさと納税の寄附額は、令和3年度が184,323千円であり、令和4年度は271,630千円
と増額傾向にある。しかし、これまで人気の高かったシャインマスカットや桃などの果物が
県の共通返礼品から外れたことにより、本町の地場産品基準を満たし、安定的に選ばれる返
礼品を取り揃える必要がある。
寄附額をさらに増加させるためにも、町内に果樹園があまりなく、また地場産品の基準を満
たす返礼品数が少ない本町において、新たな返礼品の掘り起こしに積極的に取り組むことが
必要である。
加えて、さらに多くの人から本町が寄附先に選ばれるためにも、掲載するポータルサイトを
積極的に増やすことも重要だが、それに伴い事務量も増加するため、他の多くの業務を兼務
している現体制では限界も出てくるおそれもある。今後、寄附額の増額にため、さらに新た
な取組等を進めるなら、体制整備について検討する必要がある。

取り組み内容

・町の補助金などを活用してもらい、返礼品の拡充を図る
・魅力ある本町の地場産品である返礼品数を増やす
・本町掲載のふるさと納税ポータルサイト数を増やす
・近隣市町との協定を締結することで共通返礼品の取り扱いを増やす
・連携中枢都市圏のふるさと納税分科会を活用し、寄附額増を目指す

　A：計画を上回っている（100％超）
　B：概ね計画通り（100％以下～90％以上）
　C：計画を下回っている（90％未満）目標が減少する場合　：　目標/実績

令和6年度の評価理由及
び今後の改善点

返礼品数を増やし、さらに掲載するポータルサイト数を増やしたことにより、前年度比
107.6％を超える結果となった。また、寄附件数が増える年末に向けて動画広告を取り入れた
ことで、寄附額の増額に一定の効果をもたらすことができた。今後も寄附額を増やせるよ
う、返礼品提供事業者の開拓、返礼品増につながる取り組みを継続させていく。

目標値

実　績

年度評価

評価指標

目標が増加する場合　：　実績/目標

実 施



担当課

令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度

- 360,000円 360,000円 360,000円 360,000円

270,000円 380,000円 630,000円

- A A

現状と課題

町HPのリニューアル作業に伴い、令和3年度はHP移行の関係もあり、バナー広告の募集を一時
停止した関係で、歳入が減少した。
新しい町HPのバナー広告募集数は10枠あるが、R5.7現在で2社のみの掲載となっており、歳入
を増やすためにも掲載数を増やす必要がある。
今後さらなる歳入増加を目指すためにも、広告事業として活用できる媒体を調査・研究する
必要がある。

取り組み内容

・積極的な募集等により、広告掲載事業者の増加を目指す。
・既掲載事業者の継続に加え、新規掲載事業者の掘り起こしに努める。
・新たな広告媒体や方法を検討し、歳入増を目指す。
・町HPにバナー広告を掲載したくなるよう、魅力あるHPづくりを心掛け、アクセス数を増や
していく。

第５次昭和町行財政改革　実施計画

実施計画名 広告事業等を活用した歳入増加

管理番号 3 ふるさと納税推進課

目標値

実　績

年度評価

評価指標
目標が増加する場合　：　実績/目標

期間内の最終目標 広告事業収入の目標額を歳入予算額（360,000円）とする。

年　度

実施予定

数値の定義 広告事業収入

　A：計画を上回っている（100％超）
　B：概ね計画通り（100％以下～90％以上）
　C：計画を下回っている（90％未満）目標が減少する場合　：　目標/実績

令和6年度の評価理由及
び今後の改善点

町内事業者などへ働きかけ、HPへのバナー広告掲載数を増やすことができた。また、窓口用
封筒発注のタイミングも重なり、封筒の広告掲載料が入ったことで目標値を大幅に上回るこ
とができた。HPのアクセス数の増加が、事業者がバナー広告掲載を前向きに検討する要因と
なるため、庁内においてHPを活用した分かりやすい情報提供を引き続き推進する。

令和7年度の取り組み予
定

いきいき健康課で導入している子育てアプリへのバナー広告を検討するなど、あらたな広告
媒体の拡充に取り組むとともに、引き続きHPへのバナー広告のPRにも積極的に努める。

実 施



担当課

令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度

- - - - -

- - - - -

- - -

第５次昭和町行財政改革　実施計画

実施計画名 ふれあい保養所の助成制度の見直し

管理番号 4 総務課

期間内の最終目標
類似事業（単費における助成事業）を精査することにより、トータル的な予算の削減を図
る。

年　度

実施予定

数値の定義 数値化できない

現状と課題

新型コロナウイルス感染症の流行前（令和元年度以前）は、約3,000人弱程度の利用者であっ
たが、流行後は発券停止の影響もあり、利用者が減少していた。令和4年度は5月末に発券停
止措置を終え、6月1日から再開したこともあり、利用者、助成額ともにコロナ禍前に戻りつ
つある。

取り組み内容 他の類似する単費による助成事業を洗い出し、統廃合が図れるものがあるか検討する。

　A:計画を上回っている（100％超）
　B：概ね計画通り（100％以下～90％以上）
　C：計画を下回っている（90％未満）目標が減少する場合　：　目標/実績

令和6年度の評価理由及
び今後の改善点

令和６年度は、契約している県内の保養施設において利用者数は増加しているが、県外施設
は、これまで子育て支援策として契約をしてた「ディズニーランド」の助成が終了したこと
により、利用者数は下回っている状況ではあるものの、相対的な利用者数はコロナ前に戻り
つつある。

令和7年度の取り組み予
定

保養施設の各団体からは、「契約の継続」を希望されている。令和７年度においては、利用
者数の状況を注視しつつ、今後の事業のあり方について、検討していく。

目標値

実　績

年度評価

評価指標
目標が増加する場合　：　実績/目標

調 査 検 討 制度設計



担当課

令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度

- - - - -

- - - - -

- B B

現状と課題

社会問題化している人口減少、少子高齢化により経済の縮小が懸念され、地方自治体は今後
の行政サービスの維持が困難な状況が予想される。そういった状況を回避するため、令和4年
7月26日に甲府市長が「連携中枢都市宣言」を行い、甲府市を中心とした9市1町で構成する
「やまなし県央連携中枢都市」が成立した。
今後は、この圏域の活力の維持、持続可能な社会を構築していくため、各自治体の強みを活
かし、弱みを補完し合いながら、住民福祉の増進を図っていくため、必要な施策に基づく事
業を、実施していく。
　なお、分科会を中心とした事業の実施については、令和5年4月から開始する。

取り組み内容

構成市町の首長で組織する推進協議会、課長で構成する幹事会、各施策の担当者で構成する
分科会が連携し、必要と思われる施策(取組）の連携協約に向けた準備を進める。町として単
独で行うことは困難だが、連携することで町に対し効果が発生するような施策に、担当職員
が積極的に参加できるよう情報を共有するなど連携を密にする。

第５次昭和町行財政改革　実施計画

実施計画名 やまなし県央連携中枢都市圏における連携事業の積極的な活用

管理番号 5 総務課

目標値

実　績

年度評価

評価指標
目標が増加する場合　：　実績/目標 　A:計画を上回っている（100％超）

　B：概ね計画通り（100％以下～90％以上）
　C：計画を下回っている（90％未満）目標が減少する場合　：　目標/実績

期間内の最終目標
令和4年度連携協定締結後、本町にとって効果的かつ町民サービスの向上につながる連携事業
に積極的に参加している。

年　度

実施予定

数値の定義 数値化できない

令和6年度の評価理由及
び今後の改善点

令和６年度、県央ネットやまなしの取り組みとして、雇用促進、在宅医療・介護連携、消費
生活センター共同利用、防災備蓄資機材共同調達、空き家対策、移住定住、ふるさと納税な
どの分野で、本町にとって有益な事業展開が進められた。

令和7年度の取り組み予
定

引き続き、本町にとって有益となる分科会への積極的な参画を、担当職員へ促す。

調 査
実 施

検 討



担当課

令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度

- - - - -

- - - - -

- B B

実施計画名 適正かつ効率的な組織編成の推進

管理番号 6 総務課

第５次昭和町行財政改革　実施計画

期間内の最終目標 社会情勢に応じ柔軟に対応できる組織編成を行う。

年　度

実施予定

数値の定義 数値化できない。

現状と課題

本町の職員数は、全国の同規模自治体と比較しても大変少ないが、通常業務に加え、国・県
からの権限移譲事務や新型コロナ等の関連業務など社会情勢の変化や突発的に発生する業務
にあたっている。
今後、さらに増加するであろう業務量に加え、複雑多様化する町民ニーズに適切に対応する
ため、組織編成の見直しが必要となってくるが、施設のキャパシティや職員定数などが大き
な課題となっている。

取り組み内容
・社会情勢に応じた効率的な組織編成を実施する。
・定員管理計画に基づいた人員配置を検討する。

令和6年度の評価理由及
び今後の改善点

定員適正化計画の見直しを行うとともに、一部の人員配置の検討が出来た。
今後さらに全体的な人員配置の検討を実施していく。

令和7年度の取り組み予
定

定員適正化計画の年次別の目標職員数達成に向けて取り組む。

目標値

実　績

年度評価

評価指標
目標が増加する場合　：　実績/目標 　A:計画を上回っている（100％超）

　B：概ね計画通り（100％以下～90％以上）
　C：計画を下回っている（90％未満）目標が減少する場合　：　目標/実績

調 査 実 施



担当課

令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度

- 109名 111名 119名 121名

105名 １０８名 109名

- B B

第５次昭和町行財政改革　実施計画

現状と課題
各課では、年々、新たな課題や人口増に伴い業務量が増え続けている。
職員配置の適正化を図るためにも、事務分掌の見直しなども含め、計画的に職員定数の増員
を進める必要がある。

取り組み内容
・事務分掌の見直しを行い、業務割合の適正化を図る。
・令和５年度に定員適正化計画を見直し、計画的に職員数を増やし、職員配置の適正化を行
う。

実施計画名 定員適正化計画に基づく職員配置の適正化

管理番号 7 総務課

目標値

実　績

年度評価

評価指標
目標が増加する場合　：　実績/目標

期間内の最終目標 職員配置の適正化を図る

年　度

実施予定

数値の定義 各年度当初の職員数

　A:計画を上回っている（100％超）
　B：概ね計画通り（100％以下～90％以上）
　C：計画を下回っている（90％未満）目標が減少する場合　：　目標/実績

令和6年度の評価理由及
び今後の改善点

定員適正化計画を見直しを行った。専門職の職員を増やすことが出来たが、全体的な適正化
を目指していく。

令和7年度の取り組み予
定

定員適正化計画に基づきながら、職員数を増やし、職員配置の適正化を行う。

実 施

検 討



担当課

令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度

- ‐ -

- B B

第５次昭和町行財政改革　実施計画

実施計画名 窓口サービスの向上

管理番号 8 総務課

期間内の最終目標 町民満足度調査などで「窓口サービスの満足度　80％以上」を維持する。

年　度

実施予定

数値の定義 　町民満足度調査による窓口サービス満足度（5年に1回実施）

現状と課題
来庁者の様々な手続きや相談に対して、職員は日ごろから接遇マナーを心がけている。
しかし、窓口対応には様々なケースがあるため、適切で親切な対応がとれるよう、接遇マ
ナーや対応能力の向上に努めていかなければならない。

取り組み内容 来庁者への対応に必要な接遇マナーの向上と業務知識の習得に努める。

目標値 80%

実　績

年度評価

評価指標
目標が増加する場合　：　実績/目標 　A:計画を上回っている（100％超）

　B：概ね計画通り（100％以下～90％以上）
　C：計画を下回っている（90％未満）目標が減少する場合　：　目標/実績

令和6年度の評価理由及
び今後の改善点

来庁者に親切丁寧な対応がとれている。今後もさらに接遇マナーを心掛け、親切丁寧な対応
を心掛ける。

令和7年度の取り組み予
定

今後も、接遇マナーの向上と知識の習得に努める。

実 施



担当課

令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度

- 100% 100% 100% 100%

90% 84% 95%

- B B

実施計画名 職務遂行能力の向上

管理番号 9 総務課

第５次昭和町行財政改革　実施計画

期間内の最終目標 「一人一研修」を目標に、研修受講率100％を目指す。

年　度

実施予定

数値の定義 正職員の研修受講率（研修受講者/正職員数）

現状と課題

社会情勢の変化や、新規事業の増加に伴い、職員の専門知識の習得や業務遂行能力の向上が
求められている。
特に、事業課系の職員における専門知識の習得については、多くの時間と経験を要するた
め、計画的な職員採用とともに、専門研修等への積極的な参加を推奨する必要がある。

取り組み内容
全職員を対象に、職務遂行能力の向上や専門知識の習得、技術の向上を図るため、市町村研
修所等で開講する研修会への参加を推進する。

　A:計画を上回っている（100％超）
　B：概ね計画通り（100％以下～90％以上）
　C：計画を下回っている（90％未満）目標が減少する場合　：　目標/実績

令和6年度の評価理由及
び今後の改善点

概ね一人一研修の受講は出来た。また、専門研修については各課で対応出来ており、専門知
識の習得を心掛けている。

令和7年度の取り組み予
定

今後も一人一研修を目標に取り組む。また、社会情勢の変化に対応できるよう、必要な知識
を職場内研修で習得していく。

目標値

実　績

年度評価

評価指標
目標が増加する場合　：　実績/目標

実 施



担当課

令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度

- 0 0 0 0

0 1 1

- C C

令和7年度の取り組み予
定

法令遵守の徹底について情報共有していくと共に、職員同士がともに支え合える職場環境づ
くりに努める。

目標値

実　績

年度評価

評価指標
目標が増加する場合　：　実績/目標 　A:計画を上回っている（100％超）

　B：概ね計画通り（100％以下～90％以上）
　C：計画を下回っている（90％未満）目標が減少する場合　：　目標/実績

令和6年度の評価理由及
び今後の改善点

令和6年度は、法令遵守を徹底するための研修を実施するまでには至らなかった。

取り組み内容 研修等を通して法令遵守の徹底について情報共有していく。

期間内の最終目標 職員同士がともに支え合える職場の環境づくりに努め、期間中の「不祥事0」を目標とする。

年　度

実施予定

数値の定義 不祥事の件数

第５次昭和町行財政改革　実施計画

実施計画名 コンプライアンスの遵守

管理番号 10 総務課

現状と課題

公務員のコンプライアンスにおいては、法令や職務規程ばかりでなく、倫理や社会的規範な
ども対象となっている。
法改正等への対応、また全体の奉仕者である公務員としての自覚や日々の言動に対する倫理
観などを、常に意識するよう職場における環境づくりが必要となってくる。

実 施



担当課

令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度

- - - - -

- - C -

- B C

令和7年度の取り組み予
定

財政状況を見極め基本計画の策定や庁舎新築の検討を行う。また、各課で計画される事業に
対し基本構想に基づいた機能配置を進言していく。

目標値

実　績

年度評価

評価指標
目標が増加する場合　：　実績/目標 　A:計画を上回っている（100％超）

　B：概ね計画通り（100％以下～90％以上）
　C：計画を下回っている（90％未満）目標が減少する場合　：　目標/実績

令和6年度の評価理由及
び今後の改善点

公共施設の再編に関する「基本構想」について検討委員会から町長に答申があり、構想のと
おり進めていくことになった。しかし、町財政は今までにない厳しい状況であり基本計画の
策定や庁舎新築は検討事項となり実施にまでは至っていない。

取り組み内容
公共施設のあり方検討会及び全戸配布で募集した意見を参考に再編の方向性を定めた。公共
施設の再編に関する基本計画の策定の際には、利用者の利便性、維持管理・整備費用の適正
化を考慮し、公共施設の適正な配置について検討を進めている。

期間内の最終目標
公共施設の再編により各課を集約し、窓口のワンストップ化や業務の効率化が図られ、利用
者の利便性の向上や行政サービス提供のスピード化につながる。

年　度

実施予定

数値の定義 数値化できない

第５次昭和町行財政改革　実施計画

実施計画名 公共施設の適正配置

管理番号 11 情報施設課

現状と課題

本町の多くの公共施設では、老朽化の進行が顕著であり、再整備や長寿命化改修などの対策
を講じることは、避けられない状況にあるが、それには多くの費用が必要となることから、
町の財政に大きな影響を及ぼすことが懸念される。また昨今の多様化するニーズに対して、
機能の分散や不足などの問題も発生しており、これらの課題を解決するため、公共施設再編
の検討を進め、利用される町民の満足度・利便性・安全性の向上を図ること、及び町の財政
への影響を考慮しながら、「昭和町の公共施設の再編の方向性について（案）」を作成、令
和4年に公表、意見募集を実施した。この案とさまざまな意見を参考に、再編に関する「基本
計画」を策定するため公共施設の適正な配置について検討を進める必要がある。
令和5年11月に昭和町役場庁舎等再編計画検討委員会が設置され庁舎等施設の再編に関する協
議が始まり、令和7年3月18日に委員会から町長へ施設の再編に関する基本構想について答申
が行われた。町の財政は特に厳しい状況が見込まれ、構想のとおり事業推進していくのか決
算状況等も確認し検討していくことになる。

調 査

検 討

実 施



担当課

令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度

- - - - -

- - - - -

- B B

令和7年度の取り組み予
定

既存公共施設の在り方について、指定管理者制度の導入も含めた様々な可能性を検討し、そ
の実施に向けて準備を進める。

目標値

実　績

年度評価

評価指標
目標が増加する場合　：　実績/目標 　A:計画を上回っている（100％超）

　B：概ね計画通り（100％以下～90％以上）
　C：計画を下回っている（90％未満）目標が減少する場合　：　目標/実績

令和6年度の評価理由及
び今後の改善点

令和5年度において、旧山梨中央銀行昭和支店を昭和町商工振興センターとして、昭和町商工
会を指定管理者として選定した。令和6年度はその効果検証等を行う中で、その他既存の公共
施設の課題を抽出し、活用方針の検討を行った。今後も引き続き、既存の公共施設の活用方
針について、指定管理者制度の検討も含め、多様化する住民ニーズへの対応や効率的なサー
ビスの提供を目指す。

取り組み内容 他の公共施設において、指定管理者制度の導入が可能な施設があるか検討する。

期間内の最終目標 計画期間内において調査、検討を行い、制度の構築を目指す。

年　度

実施予定

数値の定義 数値化できない

第５次昭和町行財政改革　実施計画

実施計画名 指定管理者制度の推進と検証

管理番号 12 総務課

現状と課題

現在、多くの自治体では、公共施設の管理運営について民間事業者等への包括的な委任を可
能とする指定管理者制度を導入しており、本町では、令和３年度に押原公園の指定管理者を
公募型プロポーザル方式により選定している。また、令和５年度には旧山梨中央銀行昭和支
店を昭和町商工振興センターとして改修し、昭和町商工会を指定管理者として選定した。
今後、公共施設の再編に関する「基本構想」「基本計画」の策定を進める中で、他の公共施
設においても、この制度を利用することで、民間の能力を活用しつつ、サービス向上と経費
の削減を図ることが可能な施設があるかなど検討を行う必要がある。

調 査 検 討 制度設計



担当課

令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度

- - -

- - -

- - -

令和6年度の評価理由及
び今後の改善点

ネーミングライツ制度を実施するため、既にこの事業を活用している近隣市町村等の事例を
参考に、ガイドラインや実施要綱の策定に向けた準備を行った。

令和7年度の取り組み予
定

上半期において、ネーミングライツ事業の実施に向けた制度設計を進め、下期において募集
まで展開できるよう検討を進める。また、事業対象については、施設などのハード面だけで
なく、イベント・事業などのソフト面においても対象とするよう検討する。

実施予定

数値の定義 契約件数

目標値 2

実　績

年度評価

評価指標
目標が増加する場合　：　実績/目標 　A：計画を上回っている（100％超）

　B：概ね計画通り（100％以下～90％以上）
　C：計画を下回っている（90％未満）目標が減少する場合　：　目標/実績

現状と課題
社会保障費などの扶助費を含む民生費や教育費の予算が年々増加傾向にあり、行政サービス
を維持していくためには、財源の確保が大変重要である。
そのためにも様々な手法を研究し、歳入の増加に努めていく必要がある。

取り組み内容
近隣の市において「ネーミングライツ制度」を活用した事例がある。
この制度を研究するとともに、本町の公共施設等において、この制度を活用することが可能
なものがあるかなど調査、研究し、制度の導入を目指す。

期間内の最終目標 計画期間内に要綱の制定を行い、２件の実績を目標とする。

年　度

第５次昭和町行財政改革　実施計画

実施計画名 ネーミングライツ制度の導入

管理番号 13 ふるさと納税推進課

調 査

検 討
制度設計 実 施



担当課

令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度

- 6 6 6 6

4 5 8

- B A

令和6年度の評価理由及
び今後の改善点

公式LINEによる情報発信手段を増やした。

令和7年度の取り組み予
定

効果的な情報発信の技術や知識の習得。

数値の定義 情報発信手段数

目標値

実　績

年度評価

評価指標
目標が増加する場合　：　実績/目標 　A:計画を上回っている（100％超）

　B：概ね計画通り（100％以下～90％以上）
　C：計画を下回っている（90％未満）目標が減少する場合　：　目標/実績

現状と課題

現在、町では情報発信ツールとして、広報誌、ホームページ、防災行政無線、X（旧
Twitter）を活用している。多くの自治体では、複数のSNSを活用する中で、情報発信を行っ
ており、今後本町においても、効果的、有効的、かつ利便性の高い情報発信の手段を検討す
る必要がある。

取り組み内容
広報誌、ホームページなど、既存の広報媒体を活用した情報発信を維持しつつ、新たな広報
媒体やSNSの活用等、情報発信の充実を図る。

期間内の最終目標
現在の情報発信手段：４（広報等、組回覧、区長会、議会、LINE、HP、防災行政無線、X）
期間内において、公式LINE等情報発信手段を2つ以上増やす。

年　度

実施予定

第５次昭和町行財政改革　実施計画

実施計画名 多様な媒体を活用した情報発信の充実

管理番号 14 企画財政課

実 施



担当課

令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度

- 380人 420人 460人 500人

340人 345人 370人

- B B

令和6年度の評価理由及
び今後の改善点

メール配信サービスの存在や利点が十分に周知されていない。

令和7年度の取り組み予
定

メール配信サービスの登録を促進させるようわかりやすい登録フォームや配置などについて
検討する。

数値の定義 メール配信サービスの登録者数

目標値

実　績

年度評価

評価指標
目標が増加する場合　：　実績/目標 　A:計画を上回っている（100％超）

　B：概ね計画通り（100％以下～90％以上）
　C：計画を下回っている（90％未満）目標が減少する場合　：　目標/実績

現状と課題

増加する住宅地や道路交通状況、また住宅性能の向上などにより、町内には防災行政無線の
聞きとりにくい地域が複数存在する。防災行政無線は、町民の生命、身体、財産を守る重要
な情報を発信するという性質上、全ての町民に情報を届けなくてはならない。しかしなが
ら、スピーカーの新設、増設を行った場合、場所によっては騒音問題等、苦情となるケース
もある。
現在、町では、メール配信、テレフォンガイド、ホームページでの情報発信により、対策を
講じている。

取り組み内容

防災行政無線のメール配信サービスには、現在、約340件の登録がある。防災行政無線が聞き
とりにくい地域に住む町民には、このサービスを活用していただくよう周知に努める必要が
あるため、定期的に「広報しょうわ」にサービス内容を掲載するとともに、問い合わせの際
にもメール配信サービスを周知していく。

期間内の最終目標 メール配信サービスの登録者数を500人とする。

年　度

実施予定

第５次昭和町行財政改革　実施計画

実施計画名 メール一斉配信

管理番号 15 企画財政課

実 施



担当課

令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度

- 32% 32% 32% 32%

20% 19% 31%

- C B

令和6年度の評価理由及
び今後の改善点

適任者の推薦不足や候補者リストの偏りなどが考えられる。

令和7年度の取り組み予
定

柔軟な参加条件（会議時間や方法等）などについて検討する。

数値の定義 地方自治法第202条の3による審議会及び第180条の5による委員会における女性委員の割合

目標値

実　績

年度評価

評価指標
目標が増加する場合　：　実績/目標 　A:計画を上回っている（100％超）

　B：概ね計画通り（100％以下～90％以上）
　C：計画を下回っている（90％未満）目標が減少する場合　：　目標/実績

現状と課題

町では、これまで「男女共同参画基本計画」に基づき、男女共同参画社会の実現に向け、取
り組みを続けているが、各種審議会委員への女性の登用率が低い状況となっている。
近年の全委員数に対する女性委員の数は、令和2年度は18.9％、令和3年度は18.6％、令和４
年度は20.3％、令和５年度は18.8％であり、第３次男女共同参画基本計画による目標値
32.2％には届いていない状況である。

取り組み内容
各種審議会委員への女性の登用率の向上を図るためには、令和5年度からの計画期間となる第
3次男女共同参画基本計画に基づき男女共同参画への意識啓発に努めるとともに、計画におけ
る目標値をこれまで以上に審議会等に周知する。

期間内の最終目標
各種審議会委員への女性の登用率を令和14年度までに32％とする目標値に基づき、令和8年度
までの目標値を設定する。

年　度

実施予定

第５次昭和町行財政改革　実施計画

実施計画名 各種審議会委員への女性の登用

管理番号 16 企画財政課

実 施



担当課

令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度

- - - - -

- - 期間内の最終目標に記載のとおり

- - B

令和6年度の評価理由及
び今後の改善点

・地域力活性化交付金及び区・組加入チラシは、令和6年度区長会からの要望に応じて見直す
ため、令和7年度当初予算にて対応した。
・令和5年度の配布物実績（全戸配布・組回覧含む）が226件に対して、令和6年度配布物実績
は222件であった。各区に依頼する配布物は減少したが、計画を上回ることができなかった。

令和7年度の取り組み予
定

・令和7年度当初予算計上事業を、すみやかに実施する。
・各課から各区への配布物内容を精査し、広報誌やHPへの掲載を促す。

数値の定義 期間内の最終目標の事項を検討する。

目標値

実　績

年度評価

評価指標
目標が増加する場合　：　実績/目標 　A:計画を上回っている（100％超）

　B：概ね計画通り（100％以下～90％以上）
　C：計画を下回っている（90％未満）目標が減少する場合　：　目標/実績

現状と課題

近年は、ライフスタイルも多様化し、ＩＣＴ化も進み、区や組に入らなくても町の情報を入
手することができるなど、個々の暮らしが便利になった分、地域コミュニティの存在意義が
見えにくくなってきている。
この問題は全国的にも多くの自治体が直面しているが、本町においては地域コミュニティを
維持していくために、地域力活性化交付金の運用をしている。加えて、区の役員等の負担軽
減策、役員のなり手不足等の課題に対応していく必要がある。

取り組み内容

・地域力活性化交付金の運用
・町から各区に依頼する事項の削減、簡素化への取り組み。
・広報、チラシ等の配布物及び組回覧依頼の仕組みづくりの見直し。
・転入者セットに同封する、区、組加入促進チラシ等の見直し。

期間内の最終目標
・地域力活性化交付金の運用。→達成
・各区に依頼する事項、及びチラシ等配布物を３割削減する。→△10％
・区や組加入促進チラシの作成→令和7年度達成予定

年　度

実施予定

第５次昭和町行財政改革　実施計画

実施計画名 地域コミュニティの支援

管理番号 17 企画財政課

調 査 制度設計 区長会との協議を継続



担当課

令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度

- 60人 70人 80人 90人

52人 65人 75人

- A A

令和6年度の評価理由及
び今後の改善点

地域防災力向上のため、計画的に地域の防災リーダーや防災士を養成できた。
令和6年度（10名）：防災士資格取得者（4名）、地域防災リーダー養成講習修了者6名（うち
防災士資格取得なし6名）

令和7年度の取り組み予
定

引き続き「地域防災リーダー養成講習」を開催し、防災士の資格取得も奨励していく。ま
た、各地区の自主防災組織との連携が深められるように取り組む。

数値の定義 地域防災リーダー養成講習修了者及び防災士資格取得者数

目標値

実　績

年度評価

評価指標
目標が増加する場合　：　実績/目標 　A:計画を上回っている（100％超）

　B：概ね計画通り（100％以下～90％以上）
　C：計画を下回っている（90％未満）目標が減少する場合　：　目標/実績

現状と課題

近年、災害が頻発しており、自助・共助など地域防災力の向上は、災害に強いまちづくりを
進めるうえでも大変重要である。そのため、本町では、令和３年度から「地域防災リーダー
養成講習」を開催しており、令和４年度末における防災士資格取得者及び地域防災リーダー
養成講習修了者（防災士資格取得なし）52名である。
現在、本町では、引き続き養成講座を開催し、計画的に地域の防災リーダーとなる防災士を
養成するとともに、地域防災力向上のため各地区の自主防災組織との連携をさらに深められ
るよう取り組む必要がある。

取り組み内容
引き続き「地域防災リーダー養成講習」を開催し、防災士の資格取得も奨励していく。
また、各地区の自主防災組織との連携が深められるように取り組む。

期間内の最終目標
防災士資格取得者及び地域防災リーダー養成講習修了者（防災士資格取得なし）を併せて90
人とする。

年　度

実施予定

第５次昭和町行財政改革　実施計画

実施計画名 地域防災リーダーの養成

管理番号 18 企画財政課

実 施



担当課

令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度

- 75% 80% 80% 80%

87.7% 83.9% 86.8%

- C B

令和6年度の評価理由及
び今後の改善点

義務的経費（人件費・扶助費）の増額により前年度実績から2.9ポイント増加した。
（目標値の92%）

令和7年度の取り組み予
定

引き続き単独事業の見直しについて検討していく。また、予算執行について、各課への聞き
取りや改善点の指摘により、経費の削減に取り組む。

数値の定義 経常収支比率

目標値

実　績

年度評価

評価指標
目標が増加する場合　：　実績/目標 　A:計画を上回っている（100％超）

　B：概ね計画通り（100％以下～90％以上）
　C：計画を下回っている（90％未満）目標が減少する場合　：　目標/実績

現状と課題

健全化判断比率については、現状では４指標（実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債
費比率、将来負担比率）すべてにおいて健全であるといえるが、公共施設の再編等の大型事
業が控えているため、今後指数が深刻化しないよう注視しつつ財政運営を行う必要がある。
また、経常収支比率については、一般に70～80％が適正水準とされているが、本町の率は例
年80％を超えている。人件費・扶助費・公債費が容易に縮減できない中で適正水準まで引き
下げるには、恒常化している事業とその経費の見直しが必要不可欠である。

取り組み内容

公共施設再編事業に向けて、公共施設整備基金の増額を図り、新規地方債の発行額を抑制す
る。そのために恒常化している単独事業を見直し、大規模な臨時事業については熟考のもと
計画的に行い、基金積立金の財源確保に努める。単独事業の見直しは経常収支比率の改善に
も直結するため、全庁体制で取り組む。

期間内の最終目標
健全化判断比率は現状を維持しつつ、経常収支比率を80％前後で推移するようにする。（令
和5年度県平均89.2％）

年　度

実施予定

第５次昭和町行財政改革　実施計画

実施計画名 経常収支比率の適正化

管理番号 19 企画財政課

検 討

実 施



担当課

令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度

- - - - -

- - - - -

- - - - -

令和6年度の評価理由及
び今後の改善点

単独事業による補助金等については、現状、廃止や減額はほとんど行われておらず、必要
性・有効性・適正金額の検証も行われていない。定期的な見直しの仕組みが必要。

令和7年度の取り組み予
定

令和7年度は、執行状況（予算消化率、利用者数、成果指標）を確認し、補助金事業の一覧化
を図り、廃止・縮減・増額などを判断する基準やルールの検討に入る。

数値の定義 数値化できない

目標値

実　績

年度評価

評価指標
目標が増加する場合　：　実績/目標 　A:計画を上回っている（100％超）

　B：概ね計画通り（100％以下～90％以上）
　C：計画を下回っている（90％未満）目標が減少する場合　：　目標/実績

現状と課題

単独事業による各種補助金等については、追加や増額は定期的に発生するものの廃止や減額
は少なく、定期的な補助金の見直しは行われていない。また、その必要性、有効性及び適正
金額等が確認されていないものもある。
補助金事業は、創設時の状況から現在における社会情勢の変化やその執行状況などを検証
し、必要に応じて、より効果的で適正な形へと見直していく。

取り組み内容
各課の補助金の洗い出し行ったうえで適正事業か否か判断し、計画期間内において段階的に
補助事業の適正化を図っていく。

期間内の最終目標 期間内において、検討の成果を実行へと結びつける。

年　度

実施予定

第５次昭和町行財政改革　実施計画

実施計画名 補助金等の見直し

管理番号 20 総務課

検 討 実 施



担当課

令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度

- 6 6 6 6

5 6 6

- C B

令和6年度の評価理由及
び今後の改善点

公共施設再編計画に併せて買収などの協議を継続している。

令和7年度の取り組み予
定

公共施設再編計画に併せた担当課との協議。

数値の定義 町が借り上げる土地の数（面積が小さい2箇所を除く）

目標値

実　績

年度評価

評価指標
目標が増加する場合　：　実績/目標 　A:計画を上回っている（100％超）

　B：概ね計画通り（100％以下～90％以上）
　C：計画を下回っている（90％未満）目標が減少する場合　：　目標/実績

現状と課題

町では、現在8箇所の土地を借り上げている。このうち常永駅トイレ等の２箇所は面積も小さ
く借地料も少額であり、令和4年度中には上河東地内の土地を町が買い取る予定となってい
る。
残り5箇所については、長年にわたり借り入れている土地であり、課題も多いが、持続可能で
健全な財政運営のためにも、借地の買い取り、返却、借地料の見直しなど借地のあり方の検
討を進める。

取り組み内容 公共施設の再編に併せて土地利用の計画を立て、その後、地権者と交渉を進める。

期間内の最終目標 公共施設の再編計画に併せて借地のあり方を見直す。

年　度

実施予定

第５次昭和町行財政改革　実施計画

実施計画名 土地借地（料）の見直し　

管理番号 21 企画財政課

調 査 検 討 実 施



担当課

令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度

- 100% 100% 100% 100%

92.41% 92.90% 96.30%

- B B

令和6年度の評価理由及
び今後の改善点

e-ラーニング未受講者に対して、受講指導を行ったが、例年以上の働きかけを実施した結
果、目標値に近づく成果が得られた。今後は目標値を見据えて、繫忙期を避けた受講時期や
未受講者に対する制限等について検討していく。

令和7年度の取り組み予
定

今年度も例年同様にe-ラーニングを実施するので、未受講者に対する積極的なアプローチ、
受講時期の変更等を実施。

数値の定義 情報セキュリティ研修の受講率

目標値

実　績

年度評価

評価指標
目標が増加する場合　：　実績/目標 　A:計画を上回っている（100％超）

　B：概ね計画通り（100％以下～90％以上）
　C：計画を下回っている（90％未満）目標が減少する場合　：　目標/実績

現状と課題

町では、町民の個人情報など重要情報を多数保有しており、その情報を扱う多くの業務が情
報システムやネットワークに依存しているため、これまでも情報セキュリティマネジメント
を確立し、各種対策を講じている。また、セキュリティポリシーの策定により、職員の情報
の取り扱いについても基準を定めている。
しかしながら、職員の不注意や重要情報の不適切な取り扱いにより、情報漏洩等のインシデ
ントがひとたび発生すると、町民からの信用失墜につながるほか、多額の損害賠償請求とい
うおそれもあり、その影響は計り知れない。そういった事態を引き起こさないためにも、職
員のセキュリティレベルの向上を図る必要がある。
町では、これまでも職員を対象に年1回情報セキュリティ研修を実施しているが、多くの職員
が参加できるよう開催日程やコロナ禍では対面研修としないよう「eラーニング」により実施
するなど工夫している。
加えて、適正な運用・管理の確認のため各担当の内部監査を３年に１回の周期で実施してい
る。

取り組み内容
情報セキュリティポリシーに基づく職員への情報セキュリティー対策の徹底、eラーニング等
による情報セキュリティ研修を継続的に推進する。

期間内の最終目標 情報セキュリティ研修の受講率を対象者100％とする。

年　度

実施予定

第５次昭和町行財政改革　実施計画

実施計画名 情報セキュリティに関するリスク管理能力の向上

管理番号 22 情報施設課

実 施



担当課

令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度

1,727,071千円 1,756,781千円 1,355,627千円

- A A

令和6年度の評価理由及
び今後の改善点

令和6年度の標準財政規模は6,062,488,000円で、目標値は1,212,498,000円程度となるため、
実績値は目標値を上回ることとなった。（総予算額の10％＝1,430,671,000円）
令和6年度においては、年間で303,653,000円を積み立てたが、積立額を上回る704,807,000円
の取り崩しにより、残高は令和5年度末から401,154,000円減額となった。

令和7年度の取り組み予
定

令和7年度は令和6年度と比較して取崩額は減少すると見込んでいるが、公共施設整備等事業
基金などの特定目的基金の残高を考慮しつつ、前年度決算による繰越金及び剰余金を積み立
て、残高の維持に努める。

数値の定義 　一般財政調整基金の年度末残高

目標値 当該年度の標準財政規模の20％又は総予算額の10％程度

実　績

年度評価

評価指標
目標が増加する場合　：　実績/目標 　A:計画を上回っている（100％超）

　B：概ね計画通り（100％以下～90％以上）
　C：計画を下回っている（90％未満）目標が減少する場合　：　目標/実績

現状と課題

本町は、昭和59年から現在まで不交付団体を維持しているが、ここ最近の財政力指数は、令
和4年度（1.171）、令和5年度（1.149）、令和6年度（1.144）と減少傾向にある。（※単年
度指数）
本町は、自立した自主的な財政運営を行える一方で、財政力指数の推移からも分かるとお
り、財政の余力が年々減少しており、行政サービスの維持、向上を図るためにも、財源の確
保は喫緊の課題である。
今後、健全で安定的な財政運営を念頭に置き、年度間における財源不足に備えるとともに、
経済不況等による税収減や大規模な自然災害など、予期せぬ財政支出にも備えるためにも、
財政調整基金への計画的な積立てと残高の維持を推進していく必要がある。

取り組み内容
行財政改革の推進などにより、全職員が適正な財政支出と予算計上を共通認識として持ち、
健全で安定的な財政運営を行うため、財政調整基金の残高の維持に努める。

期間内の最終目標
年度末の一般財政調整基金の残高について、最低でも標準財政規模の20％又は総予算額の
10％程度の維持を目標とする。

年　度

実施予定

第５次昭和町行財政改革　実施計画

実施計画名 一般財政調整基金の維持

管理番号 23 企画財政課

実 施



担当課

令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度

- 19億8千万円 21億8千万円 23億8千万円 25億8千万円

18億3千万円 20億3千万円 22億3千万円

- A A

令和6年度の評価理由及
び今後の改善点

令和6年度は、2億51万円を積み立て、目標値を上回った。

令和7年度の取り組み予
定

令和5年度に押原中学校校舎増築により約3億3千万円を取り崩した校舎建設基金の残高を考慮
しつつ、引き続き適正な予算の計上及び執行により、剰余金の積み立てを行う。

数値の定義 年度末の公共施設整備目的基金残高

目標値

実　績

年度評価

評価指標
目標が増加する場合　：　実績/目標 　A:計画を上回っている（100％超）

　B：概ね計画通り（100％以下～90％以上）
　C：計画を下回っている（90％未満）目標が減少する場合　：　目標/実績

現状と課題

本町は、昭和59年から現在まで不交付団体を維持しているが、ここ最近の財政力指数は、令
和4年度（1.171）、令和5年度（1.149）、令和6年度（1.144）と減少傾向にある。（※単年
度指数）
本町は、自立した自主的な財政運営を行える一方で、財政力指数の推移からも分かるとお
り、財政の余力が年々減少しており、今後、予定されている公共施設の再編整備事業への財
源の確保が喫緊の課題である。
事業執行により、町民サービスへの低下を招かないためにも、適正な予算執行や財源の確保
に努め、剰余金については、計画的に特定目的基金への積立てを行い、事業の円滑な執行と
健全な財政運営に努める。

取り組み内容
行財政改革の推進などにより、全職員が適正な財政支出と予算計上を共通認識を持ち、健全
で安定的な財政運営を行うため、特定目的基金残高の積立てに努める。

期間内の最終目標
令和3年度末の公共施設整備目的基金の残高15億8,536万1千円に毎年2億円の積立てを目標と
する。

年　度

実施予定

第５次昭和町行財政改革　実施計画

実施計画名 公共施設再編整備に係る特定目的基金の積立て

管理番号 24 企画財政課

実 施



担当課

令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度

- - 77% 79% 81%

74.25% 76.73% 85.80%

- - A

令和6年度の評価理由及
び今後の改善点

マイナンバーカードの休日交付の取り組みやコンビニ交付の浸透、またマイナンバーカード
の保険証利用等が広まったことにより、取得率の向上につながったと思われる。

令和7年度の取り組み予
定

マイナンバーカードの保険証利用が令和6年12月2日からはじまった。また、健康保険証が令
和7年12月以降から利用できなくなるため、その周知により、さらなる取得率の向上に期待す
る。

数値の定義 マイナンバーカード取得率

目標値

実　績

年度評価

評価指標
目標が増加する場合　：　実績/目標 　A:計画を上回っている（100％超）

　B：概ね計画通り（100％以下～90％以上）
　C：計画を下回っている（90％未満）目標が減少する場合　：　目標/実績

現状と課題

国では、令和４年度末までに、ほぼ全国民にマイナンバーカードが行き渡ることを目指して
いたが、現状の交付率は国75.9%、県が75.6％、本町が74.72％という交付率である。
令和６年度の秋には国民健康保険証との一体化が確定し、国は介護福祉施設や医療機関への
出張申請を本年度から推進し、市町村によるマイナンバーカードの申請受付・交付体制強化
の対応を予定している。

取り組み内容

本町では、これまでも町内１２地区の公会堂や高校、施設に職員が出向き、マイナンバー
カードの申請に必要な顔写真を撮影するなど、申請時の負担軽減に努めてきた。また、広報
誌やホームページを活用し、マイナンバーカードの取得を呼び掛け、さらにワクチン接種会
場においても、申請窓口を設けるなど、交付率の向上に取り組んできた。引き続き、これま
での取り組みに加え、コンビニ交付などカード取得後のメリットを周知するなど、さらなる
取得率の向上に努めていく。

期間内の最終目標 取得率の向上を目指した取り組みを継続し、令和８年度末実績として81％を目指す。

年　度

実施予定

第５次昭和町行財政改革　実施計画

実施計画名 マイナンバーカードの取得率の向上

管理番号 25 町民窓口課

実 施



担当課

令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度

- 58.7% 58.8% 58.9% 60%

58.20% 59.04% 61.50%

- B A

令和6年度の評価理由及
び今後の改善点

特定健診受診率県平均（４7.9％）及び同規模市町村の全国平均（41.6％）を大きく上回って
おり、厚生労働省が目標値として設定している受診率（６０％）を超えることが出来た。今
後も高い受診率を維持していく。

令和7年度の取り組み予
定

特定健康診査未受診や受診忘れの方に勧奨はがきを送付する。（レセあり未経験者及び不定
期受診者には、２回ハガキを送付する。）
「かかりつけ医」がある方も特定健診対象者であることを促す。
公共施設に特定健診のお知らせチラシを置き、健康意識の向上を周知する。

数値の定義 各年度の受診率

目標値

実　績

年度評価

評価指標
目標が増加する場合　：　実績/目標 　A:計画を上回っている（100％超）

　B：概ね計画通り（100％以下～90％以上）
　C：計画を下回っている（90％未満）目標が減少する場合　：　目標/実績

現状と課題

本町の特定健康診査受診率は、令和６年度において国の定めた目標値である60％に達しする
ことが出来た。
特定健康診査の受診によって、病気の早期発見・早期治療が可能となり、結果として医療費
の削減が期待できるので、受診率の向上に努めていく。

取り組み内容
特定健康診査未受診や受診忘れの方に勧奨はがきを送付する。
「かかりつけ医」がある方も特定健診対象者であることを促す。
公共施設に特定健診のお知らせチラシを置き、健康意識の向上を周知する。

期間内の最終目標 本町の特定健康診査受診率の目標を令和8年度には国の目標である60％とする。

年　度

実施予定

第５次昭和町行財政改革　実施計画

実施計画名 特定健康診査受診率の向上

管理番号 26 町民窓口課

実 施



担当課

令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度

- 77.5% 78% 78.5% 79%

76.40% 78.20% 83.90%

- A A

令和6年度の評価理由及
び今後の改善点

令和６年度は、令和４年度より後発医薬品の使用率を１．８％上昇させることができた。
「５歳未満」、「５～１０歳」、「その保護者世代」への広報周知活動の成果であると考え
られる。

令和7年度の取り組み予
定

令和７年度は、１０歳未満及びその保護者への周知を強化し、後発医薬品の使用率向上を図
る。町内保育園児（年長児）への塗り絵（ジェネリック希望カードの作成）による普及促進
（協会けんぽ山梨支部と共同実施）。小・中学生の保護者へリーフレット配布。

数値の定義 各年度の使用割合

目標値

実　績

年度評価

評価指標
目標が増加する場合　：　実績/目標 　A:計画を上回っている（100％超）

　B：概ね計画通り（100％以下～90％以上）
　C：計画を下回っている（90％未満）目標が減少する場合　：　目標/実績

現状と課題

令和６年度後発医薬品の使用割合は、国の目標値80％に達することができた。年々利用率は
上昇傾向にあるが、とりわけ「５歳未満」、「5～10歳」、「その保護者世代」における働き
かけが、ポイント上昇の要因と考えられる。後発医薬品の使用率を向上させることで、医療
費の削減が見込まれることから、使用の促進を図る。

取り組み内容

ジェネリック医薬品差額通知の発送
ジェネリック希望保険証ケースの活用
町内保育園児（年長児）への塗り絵（ジェネリック希望カードの作成）による普及促進（協
会けんぽ山梨支部と共同実施）
小・中学生保護者へリーフレット配布
国保保険証更新時、ジェネリック医薬品使用勧奨チラシ同封

期間内の最終目標 令和８年度の目標を79％とし、令和５年度から0.5％ずつの上昇とする。

年　度

実施予定

第５次昭和町行財政改革　実施計画

実施計画名 後発（ジェネリック）医薬品の使用促進

管理番号 27 町民窓口課

実 施



担当課

令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度

- 95.5% 96.0% 96.5% 97.0%

94.86% 95.22% 94.47%

- B B

令和6年度の評価理由及
び今後の改善点

徴収率の目標値には届かなかったが、前年度より徴収額を約６２００万円上昇させることが
できた。令和５年度に引続き、国保担当課主導による滞納処分（預金差押や生命保険差押
等）を実施したことが、徴収率の向上につながったと考えられる。

令和7年度の取り組み予
定

令和６年１２月２日から健康保険証が廃止となることに伴い、過年度の滞納者となった者が
短期証の交付をきっかけに納付する機会が減っている。令和7年度においては国保担当課主導
による電話催告等の全体的な働きかけを強化し、徴収率の向上を目指す。

数値の定義 各年度の徴収率

目標値

実　績

年度評価

評価指標
目標が増加する場合　：　実績/目標 　A:計画を上回っている（100％超）

　B：概ね計画通り（100％以下～90％以上）
　C：計画を下回っている（90％未満）目標が減少する場合　：　目標/実績

現状と課題
徴収率が向上しない要因として、保険料率を上げたことによる経済的影響があることが推測
される。ただし収納額については、５年度と比べ６年度は６２００万円増加している。税負
担の公平性を確保するため、積極的な滞納額を圧縮する対策が必要である。

取り組み内容

・令和5年度から地方税統一QRコードの導入により、２４時間３６５日の納付が可能となった
ので、納付書送付時に案内を合わせて行って周知に努めていく。
・定期的な文書、電話、戸別訪問による滞納整理に加え、滞納整理強化期間を設け滞納者と
の折衝の機会を増やし、徴収率の向上を目指す。

期間内の最終目標 令和8年度の徴収率の目標を９７％し、令和4年度の実績より2.08％増とする。

年　度

実施予定

第５次昭和町行財政改革　実施計画

実施計画名 国民健康保険税の徴収率の向上

管理番号 28 町民窓口課

実 施



担当課

令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度

- 99.75% 99.8% 99.85% 99.90%

99.77% 99.66% 98.80%

- B B

令和6年度の評価理由及
び今後の改善点

令和６年度は、滞納整理に着手できるようになるまで期間がかかってしまった。取り組みを
初めてからは、徴収率の目標値には届かなかったが、滞納者の状況に応じたアプローチを行
い、また、昨年度まで行っていなかった差押についても、対象者が自主納付により完納した
ため行わなかったが、財産調査や差押関係書類の作成等の事前準備を行うことができた。

令和7年度の取り組み予
定

令和７年度は、前年と同様に滞納者の状況に応じたアプローチを行うとともに、国保担当や
税務課とも連携し、財産調査、差押を含めた滞納整理を行う。

数値の定義 各年度の徴収率

目標値

実　績

年度評価

評価指標
目標が増加する場合　：　実績/目標 　A:計画を上回っている（100％超）

　B：概ね計画通り（100％以下～90％以上）
　C：計画を下回っている（90％未満）目標が減少する場合　：　目標/実績

現状と課題
現年度の徴収率は、特別徴収（年金天引き）や口座振替による納付が多いため、高い水準を
維持している。過年度の徴収率については、６年度においては税務調査があった者が一気に
高額滞納者となってしまうケースがあり、全体の徴収率に悪影響を与えた。

取り組み内容
定期的に納付状況を確認し、電話や通知による催告を行う。納付がない滞納者に　対しては
個別に折衝し、生活環境や滞納となってしまった理由等を把握する。また、その方の状況に
応じた納付計画や徴収方法を検討し、収納率の向上を目指す。

期間内の最終目標 令和8年度の徴収率を現年度・過年度合わせた率を令和4年度の実績より0.05％増とする。

年　度

実施予定

第５次昭和町行財政改革　実施計画

実施計画名 後期高齢者医療保険料の徴収率の向上

管理番号 29 町民窓口課

実 施



担当課

令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度

- 98.6% 98.7% 98.5% 98.5%

98.5% 98.5% 98.5%

- B B

令和6年度の評価理由及
び今後の改善点

令和６年度は、４年ぶりに捜索及び公売を実施、高額で困難な案件への対応を進めた。預金
の差押え件数は９６⇒６２件と減少したもの、給与差押え１⇒１５件や自動車差押え０⇒７
件等と、案件の内容に応じて効率的で適正な処分を実施した。昨年と同水準の徴収率を維持
することが出来た。

令和7年度の取り組み予
定

昨年度より対応してきた高額案件の納付を進めていく。滞納処分については、量的な調査を
可能な限り例年どおりに実施し滞納処分の件数を維持しつつ、案件の内容に応じて、適切で
効率的な財産調査と差押処分の実施をする。

数値の定義 各年度の徴収率

目標値

実　績

年度評価

評価指標
目標が増加する場合　：　実績/目標 　A:計画を上回っている（100％超）

　B：概ね計画通り（100％以下～90％以上）
　C：計画を下回っている（90％未満）目標が減少する場合　：　目標/実績

現状と課題

限られた人数で、効率的に業務が行えるよう、令和４年７月からは預貯金照会の電子化等を
行っているが、引き続き少人数で、どのように収納率を維持していくかが課題である。ま
た、修正申告をする等して、短期間で高額な滞納者となる等、高額で困難な案件への対応も
求められている。

取り組み内容

町税の収納については、現在実施している対策を引き続き行っていき、収納率の向上に努
め、正当な理由もなく納税に応じない滞納者に対しては法的な手続きにより厳格に対応す
る。併せて、ＱＲコード決済導入等による納付環境の整備を引き続き進め、納期限内の納付
の促進に努めていく。

期間内の最終目標 機構改革で税務課に収納課が統合後も、統合前に同じ水準を維持する。

年　度

実施予定

第５次昭和町行財政改革　実施計画

実施計画名 町税の徴収率の向上

管理番号 30 税務課

検 討 実 施 再検討 実 施



担当課

令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度

- 17.98% 18.76% 19.54% 20.32%

- 15.15% 15.12%

- C C

令和6年度の評価理由及
び今後の改善点

リサイクル率は低下しているものの、可燃不燃物の排出量は減少傾向にあり、ごみ減量化へ
の意識の高まりを感じる結果となった。
ペーパーレス化、ペットボトル軽量化の進展により、資源物の総量が減少している。なかで
も、紙資源の減少が顕著な結果となっている。

令和7年度の取り組み予
定

可燃不燃物として排出されているものの中に、資源となるものがまだまだあるので、一層の
周知を図り、さらなる町民の環境意識向上につなげたい。

数値の定義
ごみの総排出量のうち、「資源物の収集量に、不燃ごみのうち中間処理による破砕・選別し
た資源物量を加えた総資源物量」の占める割合である一般廃棄物処理基本計画に示すリサイ
クル率。

目標値

実　績

年度評価

評価指標
目標が増加する場合　：　実績/目標 　A:計画を上回っている（100％超）

　B：概ね計画通り（100％以下～90％以上）
　C：計画を下回っている（90％未満）目標が減少する場合　：　目標/実績

現状と課題

本町のリサイクル率は令和6年度末において約15％であり、令和元年度比0.99である。ごみの
収集総量は令和6年度末において約5,700ｔであり、令和元年度比0.92である。
リサイクル率の向上を図るためには、分別収集による資源物の収集量を増やすと同時に、ご
みの減量をすすめる必要がある。

取り組み内容
リサイクルを促進するため、町民のリサイクル意識の向上として広報活動や収集環境の整備
に取り組む。また、ごみの減量のため、生ごみ処理機の導入の啓発を行う。数値目標として
リサイクル率を設定する。

期間内の最終目標
昭和町一般廃棄物処理基本計画（2019年度から2028年度まで）目標年次2028年度のリサイク
ル率21.9％。各年度0.78ポイント上昇するものと想定。

年　度

実施予定

第５次昭和町行財政改革　実施計画

実施計画名 リサイクルの促進とごみの減量

管理番号 31 環境経済課

実 施



担当課

令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度

- 98.28% 98.33% 98.38% 98.43%

98.23% 82.12% 98.24%

- C B

令和6年度の評価理由及
び今後の改善点

令和５年度より大幅な増となった。滞納者に対してアプローチをかけていくことに加え、口
座振替の案内を積極的に行い、納付漏れのないよう行っていく。

令和7年度の取り組み予
定

引き続き滞納額が少ない早い段階で滞納整理を行い、新規滞納者を作らないようにしてい
く。滞納額が多い滞納者に対しては差押処分等を行っていく。

数値の定義 各年度の徴収率

目標値

実　績

年度評価

評価指標
目標が増加する場合　：　実績/目標 　A:計画を上回っている（100％超）

　B：概ね計画通り（100％以下～90％以上）
　C：計画を下回っている（90％未満）目標が減少する場合　：　目標/実績

現状と課題
下水道使用料は、平成25年度に甲府市上下水道局へ徴収業務を委託して以降、徴収率は年々
向上し、令和4年度決算の徴収率は、98.23％となっている。
今後も高い徴収率を維持していくための対策に努めていく。

取り組み内容
・令和3年度から電子決済による納付が可能となった。
・滞納者の預金調査及び差押処分等を引き続き実施していく。
・滞納額が少ない早い段階で滞納整理を行う。

期間内の最終目標 令和8年度の徴収率を、令和4年度実績より、0.2％増を目標とする。

年　度

実施予定

第５次昭和町行財政改革　実施計画

実施計画名 下水道使用料の徴収率の向上

管理番号 32 下水道課

実 施



担当課

令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度

- 11.9% 11.6% 11.3% 11.0%

12.2% 12.6% 11.9%

- B B

令和6年度の評価理由及
び今後の改善点

前年度より実績は改善しているが、公営企業移行時の影響でR5年度が悪化しているだけで、
実際の件数は微増している。（R5年度698件/230,340円、R6年度717件/236,610円）口座振替
の利便性を説明し、増加に対して歯止めをかけていきたい。

令和7年度の取り組み予
定

今年度、山梨中銀に関してインターネット上で口座振替の申込ができるサービスを導入する
ため、今までの周知にプラスして、インターネットでの手続きの周知を行い口座振替の件数
を増やしていく。

数値の定義 納付書払いの件数の割合

目標値

実　績

年度評価

評価指標
目標が増加する場合　：　実績/目標 　A:計画を上回っている（100％超）

　B：概ね計画通り（100％以下～90％以上）
　C：計画を下回っている（90％未満）目標が減少する場合　：　目標/実績

現状と課題

公金収納事務について、指定金融機関等との経費負担が適正なものとなるよう、総務省から
通知があった。これに伴い、指定金融機関等から収納事務手数料導入の申し入れがあり、昭
和町では現状把握、今後の対応を全庁体制で検討を行っている。
仮に、令和4年度の下水道使用料及び受益者負担金の納付書払いの件数実績から手数料を算出
すると、726件で239,580円が見込まれる。なお、下水道使用料は昭和町が徴収している全体
件数の10％程度であり、残りの甲府市上下水道局へ徴収委託している納付書分は、これに含
まれていない。

取り組み内容
現在、納付書により納めている使用者・受益者に対し、口座振替に変更していただくよう文
書等で依頼し、納付書払い件数を減らし、事務手数料の削減に努める。

期間内の最終目標 令和4年度の納付書払いの件数の割合12.2％を、令和8年度には11.0％とする。

年　度

実施予定

第５次昭和町行財政改革　実施計画

実施計画名 下水道使用料等の納付手数料の削減

管理番号 33 下水道課

実 施



担当課

令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度

- 97.5% 98.0% 98.5% 98.5%

91.7% 89.4% 88.4%

- B B

令和6年度の評価理由及
び今後の改善点

滞納者に対して定期的な通知や訪問し納付を促してきた。今後も引き続き行い、特に高額滞
納者に対しては本人だけではなく連帯保証人にも頻繁に連絡を取り納付を促す。

令和7年度の取り組み予
定

徴収率向上に向けて、滞納者に対しての連絡や訪問を定期的に行う。また、高額滞納者に対
しては連帯保証人にも納付を促す。

数値の定義 住宅使用料徴収率

目標値

実　績

年度評価

評価指標
目標が増加する場合　：　実績/目標 　A:計画を上回っている（100％超）

　B：概ね計画通り（100％以下～90％以上）
　C：計画を下回っている（90％未満）目標が減少する場合　：　目標/実績

現状と課題
ここ数年、新型コロナウイルス感染症の影響もあり、徴収率が下がる傾向となっている。滞
納額が高額になると、徴収するのが困難になるため、早期の対応が必要となる。

取り組み内容
文書、電話、戸別訪問による催告を行うとともに、悪質な滞納者に対しては、個別指導や連
帯保証人に連絡するなど使用料の徴収に努めていく。

期間内の最終目標 コロナ前（令和2年度）の徴収率を目標とする。

年　度

実施予定

第５次昭和町行財政改革　実施計画

実施計画名 町営住宅使用料徴収率の向上

管理番号 34 都市整備課

実 施



担当課

令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度

- - - - -

- いきがいクラブへの意見聴取 いきがいクラブへの意見聴取 - -

- B A - -

令和6年度の評価理由及
び今後の改善点

高齢者生きがい事業の目玉でもある生きがいバスについて、新型コロナが５類感染症となっ
たとはいえ、感染リスクがなくなったわけではないことから、いきがいクラブ執行部に日帰
りでの実施を打診し、了承が得られたため4年ぶりの実施となった。参加者は１６０人といき
がいクラブ会員以外の参加者も多数あり、想定以上に盛況といった結果が得られた。

令和7年度の取り組み予
定

生きがいバスの日帰り実施は、これまでの宿泊での実施より多くの方に参加いただけたこと
から、7年度も同様の開催をし、参加状況の結果で日帰りを固定事業として実施することを、
いきがいクラブ執行部に提案し、承認を得たい。

数値の定義 数値化できない

目標値

実　績

年度評価

評価指標
目標が増加する場合　：　実績/目標 　A:計画を上回っている（100％超）

　B：概ね計画通り（100％以下～90％以上）
　C：計画を下回っている（90％未満）目標が減少する場合　：　目標/実績

現状と課題

高齢者の生きがい事業として生きがいバス事業を実施し、毎年多くの高齢者が参加する恒例
行事であったが、新型コロナの流行によりここ数年実施できずにいる。アフターコロナを見
据えると、これまでと同様な規模、内容での実施に加え、安全面に配慮した運営も難しく、
あり方については検討が必要である。

取り組み内容

町単で実施している高齢者生きがい事業の点検・評価を行い、その事業の必要性や効果など
をもとに、必要に応じ総合的な見直しを実施し、事業の統廃合などを図ることによって、多
くの高齢者が参加でき、健康寿命の延伸や高齢者の生きがいづくりに寄与できる事業の創設
を検討する。

期間内の最終目標 令和８年度を目標として、検討、制度設計を進める

年　度

実施予定

第５次昭和町行財政改革　実施計画

実施計画名 高齢者生きがい事業の総合的な見直し

管理番号 35 福祉介護課

検 討 制度設計 実 施



担当課

令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度

- 98.5% 98.5% 98.5% 98.5%

98.5% 98.65% 98.52%

- A A

令和6年度の評価理由及
び今後の改善点

現年保険料は、99.39％と高い徴収率であるのに対し、滞納繰越分は21.82％（不納欠損を含
めると28.5％）と低迷している。

令和7年度の取り組み予
定

滞納繰越分については、徴収が見込めない分については不納欠損を行いながらも、支払能力
のある方に対しては、適切に催告通知や納付確約を行っていく。また、令和8年1月（予定、
試験運用はR7.10月～）より山梨中央銀行のかんたん口振を開始し、振替口座の登録の簡素化
を行う。

数値の定義 収納率

目標値

実　績

年度評価

評価指標
目標が増加する場合　：　実績/目標 　A:計画を上回っている（100％超）

　B：概ね計画通り（100％以下～90％以上）
　C：計画を下回っている（90％未満）目標が減少する場合　：　目標/実績

現状と課題

・現状：介護保険料は年金からの特別徴収であるが、65歳到達時や転入、また、年金収入の
基準（18万円以上は年金からの特別徴収）により普通徴収の者が存在する。
・課題：介護保険は、保険料滞納に伴うペナルティ（保険給付の制限）が生ずるため、被保
険者の不利益とならないよう納付を促しているが、それでも何らかの理由により滞納する事
例がある。

取り組み内容
引き続き介護保険の制度を周知し、被保険者の不利益とならないよう納付を促し、収納率の
維持・向上を目指す。

期間内の最終目標 収納率の維持・向上（過年度分保険料の収納率向上）

年　度

実施予定

第５次昭和町行財政改革　実施計画

実施計画名 介護保険料収納率の維持・向上

管理番号 36 福祉介護課

実 施



担当課

令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度

- - 70% 80% 100%

- 3月末で149件登録 年間359件(8月からの母子手帳交付34件30%）

- B B

令和6年度の評価理由及
び今後の改善点

アプリ登録を行い、また、母子手帳交付や教室等の予約もとれるようになり、事業予約がス
ムーズにできるようになっている。はじまったばかりなので、実績と評価が難しいが、一旦
は、母子手帳交付時の登録に力を入れて、登録者の増加を働きかけたい。

令和7年度の取り組み予
定

昨年同様、母子手帳交付面談時に、アプリ登録のすすめを行い、また各母子保健事業の折に
も、アプリ登録の声かけを継続していきたい。アプリを活用してもらえるよう、内容も町の
情報をタイムリーに通知するなど、興味をもってもらえるような内容を盛り込んでいきた
い。

数値の定義 母子手帳交付者のアプリ登録率

目標値

実　績

年度評価

評価指標

目標が増加する場合　：　実績/目標
　A:計画を上回っている（100％超）
　B：概ね計画通り（100％以下～90％以上）
　C：計画を下回っている（90％未満）目標が減少する場合　：　目標/実績

現状と課題

妊娠中から切れ目ない支援をしていくために、子育て世代包括支援センターを立ち上げ、き
め細かい支援を実施している。最近では、個別性、多様性があるケースに関わっている状況
がある。一番初めに関わることになるのが、母子手帳交付時の面談である。実際に面談しな
がら、母子手帳の意味、使い方の説明から、妊娠初期の保健指導を行っている。母子手帳
は、妊娠、出産、乳幼児期の一貫した健康記録として、自分の妊娠中の健康管理に役立つと
ともに、子育て期の家族の重要な記録となる。多くの人が携帯してるスマホにアプリを導入
することで、手軽に母子手帳の登録が出来、町の母子保健事業の案内や情報提供をタイム
リーに発信し、積極的に子育てに活用できるようにしていきたい。

取り組み内容

母子手帳と併用で、母子手帳アプリの導入をし、データとして母子手帳の内容を自己管理
し、また、対象時期に併せて、町の事業の情報収集ができる。
母子手帳交付面談時に、アプリの特徴を理解してもらい、その場で登録をしてもらい、100%
を目指す。また、他の母子保健事業の折にも同様に、アプリの特徴や利便性について理解を
促し、登録件数の増加を図る。

期間内の最終目標 導入時（予定）から3年後には、全ての対象者が登録するように努める。

年　度

実施予定

第５次昭和町行財政改革　実施計画

実施計画名 母子手帳アプリの導入

管理番号 37 いきいき健康課

検 討 実 施情報収集



担当課

令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度

- - - - -

- - - - -

- B B

令和6年度の評価理由及
び今後の改善点

これまで、通常実施してきた事業について、ひとり親世帯における制度の改善、また、その
事業の実施目的、費用対効果等の確認、見直しを行い、今後の事業継続の必要性、並びに代
替事業の検討を行った結果、「父子家庭食事サービス事業」については廃止を決定した。ま
た、「ひとり親世帯一日行楽事業」については、参加状況を踏まえ参加人数を縮小すること
を決定した。

令和7年度の取り組み予
定

「ひとり親世帯一日行楽事業」については、令和７年度は前年度から縮小しての実施を予
定。今後については、要望や代替事業を引続き検討していく。

数値の定義 数値化できない

目標値

実　績

年度評価

評価指標
目標が増加する場合　：　実績/目標 　A:計画を上回っている（100％超）

　B：概ね計画通り（100％以下～90％以上）
　C：計画を下回っている（90％未満）目標が減少する場合　：　目標/実績

現状と課題

町単で実施している母子福祉（ひとり親）事業に「ひとり親世帯一日行楽」「父子家庭食事
サービス」があるが、事業が始まってから長期にわたり継続している。そのため事業創設当
時と現在における社会情勢への対応度や当初の目的の達成度などを検証し、さらに他の事業
への代替えが可能かどうか、検討する必要がある。

取り組み内容
町単で実施している母子福祉（ひとり親）に関連する事業の点検・評価を実施し、事業の必
要性、目的への達成度などをもとに、総合的な見直しを図る。

期間内の最終目標 令和７年度を目標として、検討を進める

年　度

実施予定

第５次昭和町行財政改革　実施計画

実施計画名 母子福祉事業の総合的な見直し

管理番号 38 子育て支援課

検 討 実 施



担当課

令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度

- 93.00% 93.50% 94.50% 95.00%

92.23% 91.89% 95.04%

- B A

令和6年度の評価理由及
び今後の改善点

現年分については、督促はもとより早めの催告を実施し、滞納額が増える前に納付していた
だくように対応を務めた結果、収納率100％となった。また、滞納繰越分については、町外に
転出してしまい連絡が取れないケース以外は、催告の継続、また、児童手当からの天引き対
応も実施している。

令和7年度の取り組み予
定

現年分については、引き続き、早期の納付催告を行い、滞納額が増える前に納付するよう促
していく、滞納繰越分にいては、滞納処分を実施し、納付を進めるとともに、徴収困難な場
合は、欠損処理も検討し、滞納額自体を縮減していく。

数値の定義 各年度の収納率

目標値

実　績

年度評価

評価指標
目標が増加する場合　：　実績/目標 　A:計画を上回っている（100％超）

　B：概ね計画通り（100％以下～90％以上）
　C：計画を下回っている（90％未満）目標が減少する場合　：　目標/実績

現状と課題

保育無償化以降、保育料は、３歳未満児について算定し、保育園通園児分は町で徴収し、こ
ども園、小規模保育園については、各園で徴収している。
町で徴収している保育料の収納状況は、令和５年度実績で現年分は99.49％で前年度の98.38%
から1.11％向上した。滞繰分は10.89%で前年度の26.07％から15.18％低下した。全体として
91.89%となっている。
無償化以前に比べて、町で徴収すべき保育料の額は減少している事から、現年分の収納率を
向上し、滞納繰越分については、徴収困難ケースが占めてきている状況であり、徴収率の低
下要因になっている。

取り組み内容
滞納繰越となる要因を分析し、書面や電話連絡による督促、催告の継続、並びに臨戸による
納付の推進、また、困難、悪質と判断される案件については、滞納処分の実施による対応

期間内の最終目標
現年分の収納率100％、滞納繰越分の収納率は30％程度を目標とし、全体的な収納率を令和5
年度の91.89％から令和８年度までに95％へ向上させる。

年　度

実施予定

第５次昭和町行財政改革　実施計画

実施計画名 保育料の収納率の向上

管理番号 39 子育て支援課

検 討 実 施



担当課

令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度

- 99.0% 99.0% 99.0% 99.0%

99.2% 99.5% 99.4%

- A A

令和6年度の評価理由及
び今後の改善点

徴収率99.0%以上の目標に対し、前年度を上回る99.4%の実績を上げることが出来た。直接接
触が出来ていない保護者がいる。

令和7年度の取り組み予
定

督促状の発送、児童手当や就学援助費からの天引き型納付をさらに進める。収納課等とも連
携し、未納がある保護者への直接連絡を行う。

数値の定義 各年度末の現年度徴収率

目標値

実　績

年度評価

評価指標
目標が増加する場合　：　実績/目標 　A:計画を上回っている（100％超）

　B：概ね計画通り（100％以下～90％以上）
　C：計画を下回っている（90％未満）目標が減少する場合　：　目標/実績

現状と課題

令和４年度の学校給食費保護者徴収率(現年分）は99.2％となった。
滞納繰越額については、児童手当からの天引きや、過年度分の督促状を送付したことによ
り、令和４年度の徴収率は70.6％であった。
　今後も、新規の滞納の発生を抑制するため、現年度の徴収率99％以上を維持するととも
に、保護者への理解を求める中で、過年度繰越となっている滞納分の負担金徴収に努めてい
く。

取り組み内容

・給食費滞納整理等事務処理要項を作成し、督促・催告・分割納付等にルールを定め、公平
で適切に個々の滞納者に対応する。
・生活困窮者等には、状況を詳しく聞き取り、分割納付を進め、滞納額が増加する事を防止
する。

期間内の最終目標 現年徴収率　99％以上を維持する

年　度

実施予定

第５次昭和町行財政改革　実施計画

実施計画名 学校給食費の収納率の向上

管理番号 40 学校教育課

実 施



担当課

令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度

- - - - -

- - - - -

- B B

令和6年度の評価理由及
び今後の改善点

①コスト面の削減方法②利用料金の見直し③民間委託の検討④水温・温水管理⑤補助金の検
討等行った。昭和町生涯スポーツ推進協議会に諮り、運用方法の見直しについて各委員から
意見をいただいた。

令和7年度の取り組み予
定

令和６年度はプール存続の方針となったので、令和７年度には利用料金等見直しの検討に入
る。

数値の定義 数値化できない

目標値

実　績

年度評価

評価指標
目標が増加する場合　：　実績/目標 　A:計画を上回っている（100％超）

　B：概ね計画通り（100％以下～90％以上）
　C：計画を下回っている（90％未満）目標が減少する場合　：　目標/実績

現状と課題

町立温水プールは平成4年の開所から約30年が経過し、機械設備の老朽化が進行している。特
にプール循環ろ過装置は耐用年数から既に15年以上経過し、故障箇所によっては、長期間使
用不能となることも考えられる。また、保守点検費も隔年で行う作業があるため年度により
異なるが高額になっており、次回の設備更新時には、その性能についても検討する必要があ
る。
近年、民間において24時間営業で価格帯も安価なスポーツジム等が開設され、温水プールの
建設当時に比べ、健康増進施設の環境も整ってきているので、公共の施設として運営する必
要性などを勘案し、公共施設の再編などと併せ、あり方を検討する。

取り組み内容 将来的な温水プールのあり方について検討を進める。

期間内の最終目標 温水プールの今後の方向性を示す

年　度

実施予定

第５次昭和町行財政改革　実施計画

実施計画名 町立温水プールのあり方の検討

管理番号 41 生涯学習課

検 討 実 施


